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○社会福祉学科履修細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、聖カタリナ大学学則（以下「学則」という。）及び聖カタリナ大学履修規程

に定めるもののほか、履修に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（授業科目及び開講年次等） 

第２条 社会福祉学科の授業科目、開講年次及び卒業に必要な単位数は教育課程表のとおりと 

する。 

２ 各授業科目の単位数及び時間数の基準は、講義、演習、実験、実習及び実技の授業の方法 

に応じ定められているが、学則第３７条第１項第２号及び第３号のただし書きに該当する 

科目並びに第４号の別に定める科目は次のとおりとする。 

   （１）第１項第２号関係 

      「ソーシャルワーク入門」３０時間で２単位 

      「ソーシャルワーク実習指導Ⅲ」１５時間で１単位 

「福祉コミュニケーションＡ」３０時間で２単位 

      「福祉コミュニケーションＢ」３０時間で２単位 

   （２）第１項第３号関係 

      「ソーシャルワーク実習Ⅰ」６０時間で２単位  

  

 

「精神保健福祉現場実習」１５０時間で４単位   

      「介護実習第２期」１６０時間で４単位 

      「介護実習第３期」２００時間で５単位 

      「レクリエーション支援法」３０時間で１単位 

   （３）第１項第４号関係 

      「健康スポーツ実践」講義６時間及び実技２４時間で１単位 

「医療的ケアⅢ」講義８時間及び演習２２時間で２単位 

           「介護職員初任者研修」講義１４時間、演習５０時間で２単位 

３ 授業科目の開講年次は変更することがある。 

 

（共通基礎科目の履修方法） 

第３条 共通基礎科目の履修方法は、必修科目１６単位を含み合計２５単位以上を共通基礎科目 

 のうちから修得しなければならない。 

２ 編入学生の履修方法については別に定める。 

 

（専門教育科目の履修方法） 



第２編 大学・短期大学部（社会福祉学科履修細則）   Ｄ０６＿００４７３ 

第４条 専門教育科目の履修方法は、必修科目３９単位のほか､展開科目の領域から４０単位以上 

を修得し、これらの単位を含み合計９９単位以上を専門教育科目のうちから修得しなければな 

らない。 

２ 編入学生の履修方法については別に定める。 

 

（資格の取得） 

第５条 社会福祉学科学生が取得できる資格は次のとおりとする。 

    以下①～③の組み合わせのうちどれか１つを選択し取得することができる。 

     ①「社会福祉士国家試験受験資格」、「精神保健福祉士国家試験受験資格」、 

       「介護職員初任者研修修了証明書」の３種類 

     ②「社会福祉士国家試験受験資格」、「精神保健福祉士国家試験受験資格」、 

       「福祉用具専門相談員講習修了証明書」の３種類 

      ③「社会福祉士国家試験受験資格」、「介護福祉士国家試験受験資格」、 

       「パラスポーツ指導員（初級）資格」、「福祉用具専門相談員講習修了証明書」の４種類 

２ 資格取得にかかる履修定員は次のとおりとする。 

     「精神保健福祉士国家試験受験資格」  定員２０名 

     「介護福祉士国家試験受験資格」    定員２０名 

     「介護職員初任者研修修了証明書」   定員３０名 

     「福祉用具専門相談員講習修了証明書」 定員３０名 

３ 資格の取得に関する履修要領は別に定める。 

 

（補足） 

第６条 授業科目の履修については、この細則の定めにかかわらず公示することがある。 

 

（細則の改廃） 

第７条 この細則の改廃は教務委員会で行う。 

 

   附 則 

 １ この細則は２０２１（令和３）年４月１日から施行し、２０２１（令和３）年度入学生 

から適用する。ただし、第３年次編入学生については、２０２３（令和５）年度入学生か 

ら適用する。 

 ２ 社会福祉学科社会福祉専攻及び社会福祉学科介護福祉専攻に在学する学生については、両

専攻の履修細則を適用する。 

附 則 

 １ この細則は２０２３（令和５）年４月１日から施行する。 

附 則 
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 １ この細則は２０２４（令和６）年４月１日から施行する。 

附 則 

 本学科に所属する全ての在学生の卒業をもって、本細則を廃止する。 


